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○
経
済
産
業
省

環 
境 

省
告
示
第
一
号 

温
室
効
果
ガ
ス
算
定
排
出
量
等
の
報
告
等
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
（
令
和
八
年

内 

閣 

府
、
総

外 

務 

省
、
財

厚
生
労
働
省
、
農

国
土
交
通
省
、
環

 

務 

省
、
法 

務 

省
、

 

務 

省
、
文
部
科
学
省
、

林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、

 

境 

省
、
防 

衛 

省

令
第
一
号
）
及
び
特
定
排
出
者
の
事
業
活
動
に
伴
う
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
の
算
定
に

関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
八
年
経
済
産
業
省

環 

境 

省
令
第
一
号
）
の
施
行
並
び
に
温
室
効
果
ガ
ス
算
定
排

出
量
等
の
報
告
等
に
関
す
る
命
令
第
一
条
第
八
号
に
規
定
す
る
環
境
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
が
定

め
る
森
林
等
炭
素
蓄
積
変
化
量
（
令
和
八
年
三
月

農
林
水
産
省

経
済
産
業
省

環 

境 

省
告
示
第
一
号
）
の
適
用
に
伴
い
、
並
び
に
温
室
効
果
ガ
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ス
算
定
排
出
量
等
の
報
告
等
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
実
施
す
る
た
め
、
調
整
後
温
室
効
果
ガ
ス
排

出
量
を
調
整
す
る
方
法
の
一
部
を
改
正
す
る
件
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日 

経
済
産
業
大
臣 

赤
澤 

亮
正 

環
境
大
臣 

石
原 

宏
高 

調
整
後
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
を
調
整
す
る
方
法
の
一
部
を
改
正
す
る
件 

調
整
後
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
を
調
整
す
る
方
法
（
平
成
二
十
二
年
三
月
経
済
産
業
省

環 

境 

省
告
示
第
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改

正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
新
た
に
追
加
す
る
。 
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正 
 
 
 
 
 
 

後 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 
 

前 
第
二 
調
整
後
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
の
調
整
方
法 

１ 
調
整
後
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
は
、
次
項
に
規
定
す
る
調
整
対
象
温
室

効
果
ガ
ス
排
出
量
又
は
当
該
調
整
対
象
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
か
ら
第
一

号
か
ら
第
四
号
（
森
林
等
炭
素
蓄
積
変
化
量
が
負
の
値
で
あ
る
場
合
を
除

く
。
）
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
量
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
控
除
し

、
並
び
に
第
四
号
（
森
林
等
炭
素
蓄
積
変
化
量
が
負
の
値
で
あ
る
場
合
に

限
る
。
）
の
値
の
絶
対
値
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
量
を
加
算
し

て
得
た
量
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
量
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
零
と
す

る
。 

第
二 

調
整
後
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
の
調
整
方
法 

１ 

調
整
後
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
は
、
次
項
に
規
定
す
る
調
整
対
象
温
室

効
果
ガ
ス
排
出
量
又
は
当
該
調
整
対
象
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
か
ら
第
一

号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
量
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
控
除
し
、
及

び
第
四
号
に
掲
げ
る
量
を
加
算
し
て
得
た
量
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
量

が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
零
と
す
る
。 

一 

特
定
排
出
者
が
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
お
い
て

排
出
量
調
整
無
効
化
（
国
内
認
証
排
出
削
減
量
に
あ
っ
て
は
他
の
者
の

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
等
に
係
る
取
組
並
び
に
自
ら
の
温

室
効
果
ガ
ス
の
吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化
に
係
る
取
組
（
森
林
の
整

備
及
び
保
全
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
自
ら
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排

出
の
量
の
削
減
等
に
係
る
取
組
と
評
価
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
国

内
認
証
排
出
削
減
量
を
移
転
が
で
き
な
い
状
態
に
す
る
こ
と
を
、
海
外

認
証
排
出
削
減
量
に
あ
っ
て
は
無
効
化
（
令
和
二
年
十
二
月
三
十
一
日

以
前
に
行
わ
れ
た
国
際
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
等
協
力
事
業
に
相
当

す
る
事
業
に
よ
り
削
減
さ
れ
、
又
は
吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化
を
通

じ
て
吸
収
さ
れ
た
温
室
効
果
ガ
ス
の
量
で
あ
っ
て
、
地
球
温
暖
化
対
策

一 

特
定
排
出
者
が
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
お
い
て

排
出
量
調
整
無
効
化
（
国
内
認
証
排
出
削
減
量
に
あ
っ
て
は
他
の
者
の

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
等
に
係
る
取
組
を
自
ら
の
温
室
効

果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
等
に
係
る
取
組
と
評
価
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
国
内
認
証
排
出
削
減
量
を
移
転
が
で
き
な
い
状
態
に
す
る
こ

と
を
、
海
外
認
証
排
出
削
減
量
に
あ
っ
て
は
無
効
化
（
令
和
二
年
十
二

月
三
十
一
日
以
前
に
行
わ
れ
た
国
際
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
等
協
力

事
業
に
相
当
す
る
事
業
に
よ
り
削
減
さ
れ
、
又
は
吸
収
作
用
の
保
全
及

び
強
化
を
通
じ
て
吸
収
さ
れ
た
温
室
効
果
ガ
ス
の
量
で
あ
っ
て
、
地
球

温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

六
年
法
律
第
五
十
六
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
際
協



  

4 

の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第

五
十
六
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
際
協
力
排
出
削
減

量
と
み
な
さ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
取
消
し
）
を
行
う
こ
と
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
た
国
内
認
証
排
出
削
減
量
（
電
気
事
業
者
（

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第

三
号
に
規
定
す
る
小
売
電
気
事
業
者
及
び
同
項
第
九
号
に
規
定
す
る
一

般
送
配
電
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
報
告
命
令
第
二
十
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
調
整
後
排
出
係
数
に
反
映
す
る
た
め
に
排
出
量

調
整
無
効
化
を
し
た
も
の
、
ガ
ス
事
業
者
（
ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十

九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
ガ
ス
小
売
事
業

者
及
び
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
が
報
告
命
令
第
二
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
調
整
後

排
出
係
数
に
反
映
す
る
た
め
に
排
出
量
調
整
無
効
化
を
し
た
も
の
、
熱

供
給
事
業
者
（
熱
供
給
事
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）

第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
熱
供
給
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

が
報
告
命
令
第
二
十
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
調
整
後
排
出
係
数
に

反
映
す
る
た
め
に
排
出
量
調
整
無
効
化
を
し
た
も
の
及
び
第
三
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
排
出
量
調
整
無
効
化
を
し
た
も
の
を
除
く
。
） 

力
排
出
削
減
量
と
み
な
さ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
取
消
し
）
を
行
う

こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
た
国
内
認
証
排
出
削
減
量
（
電
気

事
業
者
（
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条

第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
小
売
電
気
事
業
者
及
び
同
項
第
九
号
に
規

定
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
報
告
命
令
第

二
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
調
整
後
排
出
係
数
に
反
映
す
る
た
め

に
排
出
量
調
整
無
効
化
を
し
た
も
の
、
ガ
ス
事
業
者
（
ガ
ス
事
業
法
（

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
ガ
ス

小
売
事
業
者
及
び
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
報
告
命
令
第
二
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す

る
調
整
後
排
出
係
数
に
反
映
す
る
た
め
に
排
出
量
調
整
無
効
化
を
し
た

も
の
、
熱
供
給
事
業
者
（
熱
供
給
事
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
八

十
八
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
熱
供
給
事
業
者
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
が
報
告
命
令
第
二
十
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
調
整
後
排

出
係
数
に
反
映
す
る
た
め
に
排
出
量
調
整
無
効
化
を
し
た
も
の
及
び
第

三
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
排
出
量
調
整
無
効
化
を
し
た
も
の
を
除

く
。
） 

二
・
三 

（
略
） 

二
・
三 

（
略
） 

四 

特
定
排
出
者
が
所
有
す
る
森
林
及
び
木
材
に
係
る
森
林
等
炭
素
蓄
積

変
化
量 

（
新
設
） 
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五 

他
の
特
定
排
出
者
か
ら
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に

お
い
て
譲
渡
さ
れ
た
森
林
又
は
木
材
に
係
る
当
該
他
の
特
定
排
出
者
が

過
年
度
に
報
告
し
た
森
林
等
炭
素
蓄
積
変
化
量 

（
新
設
） 

六 
（
略
） 

四 

（
略
） 

七 

特
定
排
出
者
が
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
お
い
て

他
の
者
に
譲
渡
し
た
森
林
又
は
木
材
に
係
る
過
年
度
に
報
告
し
た
森
林

等
炭
素
蓄
積
変
化
量 

（
新
設
） 

２ 

調
整
対
象
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
は
、
次
に
掲
げ
る
量
を
合
算
し
て
得

た
量
と
す
る
。 

２ 

調
整
対
象
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
は
、
次
に
掲
げ
る
量
を
合
算
し
て
得

た
量
と
す
る
。 

一 

次
に
掲
げ
る
量
（
他
人
へ
の
電
気
又
は
熱
の
供
給
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
を
合
算
し
て
得
た
量 

一 

次
に
掲
げ
る
量
（
他
人
へ
の
電
気
又
は
熱
の
供
給
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
を
合
算
し
て
得
た
量 

イ
～
ハ 

（
略
） 

イ
～
ハ 

（
略
） 

ニ 

算
定
排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
事
業
活
動
に
伴
い
使
用
さ
れ

た
他
人
か
ら
供
給
さ
れ
た
算
定
省
令
第
二
条
第
六
項
第
一
号
及
び

第
二
号
に
掲
げ
る
熱
の
量
に
、
同
号
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得

ら
れ
る
量 

ニ 

算
定
排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
事
業
活
動
に
伴
い
使
用
さ
れ

た
他
人
か
ら
供
給
さ
れ
た
算
定
省
令
第
二
条
第
六
項
第
一
号
に
掲

げ
る
熱
の
量
に
、
同
号
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量 

ホ 

算
定
排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
事
業
活
動
に
伴
い
使
用
さ
れ

た
他
人
か
ら
供
給
さ
れ
た
算
定
省
令
第
二
条
第
六
項
第
三
号
に
掲

げ
る
熱
の
量
に
、
報
告
命
令
第
二
十
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る

調
整
後
排
出
係
数
の
う
ち
、
当
該
熱
を
供
給
す
る
熱
供
給
事
業
者

の
も
の
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量 

ホ 

算
定
排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
事
業
活
動
に
伴
い
使
用
さ
れ

た
他
人
か
ら
供
給
さ
れ
た
算
定
省
令
第
二
条
第
六
項
第
二
号
に
掲

げ
る
熱
の
量
に
、
報
告
命
令
第
二
十
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る

調
整
後
排
出
係
数
の
う
ち
、
当
該
熱
を
供
給
す
る
熱
供
給
事
業
者

の
も
の
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量 

二
・
三 

（
略
） 

二
・
三 
（
略
） 
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第
三 

調
整
後
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
の
調
整
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項 

１
・
２ 

（
略
） 

第
三 

調
整
後
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
の
調
整
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項 

１
・
２ 

（
略
） 

 
３ 
第
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
整
後
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
の
調
整
に

お
け
る
同
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
量
の
控
除
に
つ
い
て
、

国
内
認
証
排
出
削
減
量
の
う
ち
、
グ
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
二
酸
化
炭
素
削

減
相
当
量
認
証
制
度
（
国
内
に
お
け
る
他
の
者
の
二
酸
化
炭
素
の
排
出
の

抑
制
に
寄
与
す
る
取
組
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
（
永
続
的
に
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
い
う
。
）
を
活
用
す

る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
削
減
が
さ
れ
た
二
酸
化
炭
素
の
量
の
算
定
等

に
関
し
十
分
な
知
見
を
有
す
る
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
会
議
体
で
あ
っ
て

環
境
省
及
び
経
済
産
業
省
が
運
営
す
る
も
の
が
、
二
酸
化
炭
素
の
量
に
つ

い
て
、
実
際
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
当
該
取
組
に
よ
り
削
減
が

さ
れ
、
適
切
な
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
、
当
該
取
組
が
な
け
れ
ば
削
減
が

さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
認
証
を
し
、
そ
の
取
得
、
保
有
及
び
移
転
を

適
切
に
管
理
す
る
制
度
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お

い
て
認
証
を
さ
れ
た
二
酸
化
炭
素
の
量
（
非
化
石
電
気
の
使
用
に
よ
り
削

減
さ
れ
た
二
酸
化
炭
素
の
量
に
限
る
。
）
及
び
非
化
石
証
書
に
係
る
非
化

石
電
源
二
酸
化
炭
素
削
減
相
当
量
の
合
計
は
、
第
二
第
二
項
第
一
号
ロ
に

定
め
る
量
を
上
限
と
し
、
国
内
認
証
排
出
削
減
量
の
う
ち
、
グ
リ
ー
ン
エ

ネ
ル
ギ
ー
二
酸
化
炭
素
削
減
相
当
量
認
証
制
度
に
お
い
て
認
証
を
さ
れ
た

二
酸
化
炭
素
の
量
（
非
化
石
熱
の
使
用
に
よ
り
削
減
さ
れ
た
二
酸
化
炭
素

の
量
に
限
る
。
）
は
、
同
号
ニ
に
定
め
る
量
を
上
限
と
す
る
。 

３ 

第
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
整
後
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
の
調
整
に

お
け
る
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
量
の
控
除
に
つ
い
て
、

国
内
認
証
排
出
削
減
量
の
う
ち
、
グ
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
二
酸
化
炭
素
削

減
相
当
量
認
証
制
度
（
国
内
に
お
け
る
他
の
者
の
二
酸
化
炭
素
の
排
出
の

抑
制
に
寄
与
す
る
取
組
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
（
永
続
的
に
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
い
う
。
）
を
活
用
す

る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
削
減
が
さ
れ
た
二
酸
化
炭
素
の
量
の
算
定
等

に
関
し
十
分
な
知
見
を
有
す
る
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
会
議
体
で
あ
っ
て

環
境
省
及
び
経
済
産
業
省
が
運
営
す
る
も
の
が
、
二
酸
化
炭
素
の
量
に
つ

い
て
、
実
際
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
当
該
取
組
に
よ
り
削
減
が

さ
れ
、
適
切
な
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
、
当
該
取
組
が
な
け
れ
ば
削
減
が

さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
認
証
を
し
、
そ
の
取
得
、
保
有
及
び
移
転
を

適
切
に
管
理
す
る
制
度
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お

い
て
認
証
を
さ
れ
た
二
酸
化
炭
素
の
量
（
非
化
石
電
気
の
使
用
に
よ
り
削

減
さ
れ
た
二
酸
化
炭
素
の
量
に
限
る
。
）
及
び
非
化
石
証
書
に
係
る
非
化

石
電
源
二
酸
化
炭
素
削
減
相
当
量
の
合
計
は
、
第
二
第
二
項
第
一
号
ロ
に

定
め
る
量
を
上
限
と
し
、
国
内
認
証
排
出
削
減
量
の
う
ち
、
グ
リ
ー
ン
エ

ネ
ル
ギ
ー
二
酸
化
炭
素
削
減
相
当
量
認
証
制
度
に
お
い
て
認
証
を
さ
れ
た

二
酸
化
炭
素
の
量
（
非
化
石
熱
の
使
用
に
よ
り
削
減
さ
れ
た
二
酸
化
炭
素

の
量
に
限
る
。
）
は
、
同
号
ニ
に
定
め
る
量
を
上
限
と
す
る
。 
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附 

則 

 

（
適
用
期
日
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

４ 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

５ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
排
出
者
が
国
内
認
証
排
出
削
減
量
を
創

出
し
、
排
出
量
調
整
無
効
化
を
し
た
と
き
は
、
当
該
国
内
認
証
排
出
削
減

量
に
つ
い
て
は
、
第
二
第
一
項
第
六
号
に
定
め
る
移
転
を
し
た
量
と
み
な

す
。 

５ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
排
出
者
が
国
内
認
証
排
出
削
減
量
を
創

出
し
、
排
出
量
調
整
無
効
化
を
し
た
と
き
は
、
当
該
国
内
認
証
排
出
削
減

量
に
つ
い
て
は
、
第
二
第
一
項
第
四
号
に
定
め
る
移
転
を
し
た
量
と
み
な

す
。 

６ 

他
の
特
定
排
出
者
が
所
有
す
る
森
林
を
当
該
他
の
特
定
排
出
者
に
代
わ

り
管
理
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
森
林
に
係
る
森
林
等
炭
素
蓄
積

変
化
量
を
自
ら
の
調
整
後
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
の
調
整
に
用
い
る
こ
と

に
同
意
し
て
い
る
と
き
は
、
自
ら
の
調
整
後
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
の
調

整
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
他
の
特
定
排

出
者
は
当
該
森
林
に
係
る
森
林
等
炭
素
蓄
積
変
化
量
を
調
整
後
温
室
効
果

ガ
ス
排
出
量
の
調
整
に
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

（
新
設
） 

    

 

７ 

算
定
排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由

に
よ
り
、
森
林
等
炭
素
蓄
積
変
化
量
が
減
少
し
た
場
合
は
、
減
少
し
た
当

該
森
林
等
炭
素
蓄
積
変
化
量
を
含
め
ず
第
二
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
量

の
報
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

（
新
設
） 



  

8 

（
経
過
措
置
） 

２ 
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
令
和
九
年
度
以
降
に
お
い
て
報
告
す
べ
き
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
温
室
効
果
ガ
ス
算
定
排
出
量
の
報
告

に
つ
い
て
適
用
す
る
。 


